
議 事 録 

会 議 名 平成２９年 第１２回 寒川町農業委員会 定例総会 

開催日時 平成２９年１２月２２日(金)午後１時３０分から 開催形態 公 開 

開催場所 寒川町民センター ３階講義室 

出席委員 
 
 
 

農業委員 

会長：８番 磯川 浩  会長職務代理：５番 相田 孝 

委員：１番 金子隆夫  ２番 大久保泰明 ３番 中村基寛 

４番 市川澄雄  ６番 福岡喜輝  ７番 三留豊正   

農地利用最適化推進委員 

   南部地区 小島新弥  中部地区 相原善久  北部地区 露木常夫 
                             合計１１名 

欠席委員  

農業委員

会事務局 
事務局長：髙橋恵一 副主幹：角田直幸 主任主事：小宮正道 

傍聴人 １名 

議  事 
 

 

日程 第１ 非農地証明願について 

日程 第２ 農地造成工事施工承認願について 
日程 第３ 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
日程 第４ 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について 
日程 第５ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出について 
 

会議の概要 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長：ただ今から、平成２９年第１２回定例総会を開会いたします。 
    農業委員出席委員は８名中８名で、定足数に達していますので、総会は成

立しています。 
本日の議事録署名人に、５番 と６番 を指名します。 

また本日は、傍聴人が１名いらっしゃいますので、併せて報告します。 

傍聴人は、みだりに傍聴席を離れること。私語、談話、記録又は拍手等を

すること。議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。飲食又は喫煙す

ること。会議の妨害となるような行為をすること。は、ご遠慮願います。 
    

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 
    初めに、日程第１、非農地証明願について、議案番号５０号を上程いたし

ます。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 

事務局：（議案番号５０号を朗読） 
（説明）当案件は、位置図にありますとおり青少年広場北側にあります市街化調整

区域の１筆です。 

    平成１２年以降宅地に隣接したわずかな面積のため住宅敷地として使用
してしまい、樹木を植えて現在に至っています。申請者は平成２１年に相
続していますが、秦野市に居住していることから耕作することは難しいと
のことです。現地は樹木があり庭敷地になっており、また狭小な面積であ
り、周辺の農地にも影響もありませんので、非農地証明交付がやむを得な
いとしました。 

 
会 長：続いて、地区担当農業委員から現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。 
 



 
 

７ 番：１２月１５日、会長と事務局とで現地調査を行いました。当該地は小谷交
差点を東へ行った通称アカサカと言われる場所にあります。 

    事務局の説明のとおり平成１２年から庭敷地と使用しており耕作はされ

ていません。狭小のため非農地証明やむを得ないと思われます。 
 
会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号５０号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
事務局長： 総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号５０号は原案のとおり非農地証明書を発

行することに決定いたします。 
    次に日程第２ 農地造成施工承認願について議案番号５１号を上程いた

します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局：（議案番号５１号を朗読） 

（説明）当案件は、位置図にありますとおり小動地区の相模川左岸用水路南側の農
業振興地域内にあります農用地で現況は田です。 

    所有者は、田を盛土して畑として使用、ほうれん草他を耕作することを希
望されています。当該地北側は現況田ですが、所有者から同意書が提出さ
れています。 

 
会 長：続いて、地区担当農業委員から現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。 
 

４ 番：１２月１５日会長、事務局職員と現地調査に行ってきました。現地は茅が
繁茂した不耕作の水田です。造成主は町外の方で、今回、畑地に造成して、
ほうれん草等を作付けするとのことです。また造成にあたっては、境界は
安全鋼板で土留めするとのことで、隣地の土地所有者とも承諾がとれてい
ますので、この承認願については問題ないと思われます。 
ただ盛土高が高いようですので、地盤沈下による水路の陥没や土砂の流出
がないよう、施工業者には十分な配慮をお願いしたいと思います。 

 
会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて発言のある方は挙手願います。 
 
（２番委員、挙手） 
 

会 長：２番委員。 
 
２ 番：耕作をされるのは、造成主ですか。 
 
（事務局、挙手） 
 
会 長：事務局。 
 
事務局：造成主が耕作します。 
 



（７番委員、挙手） 
 
会 長：７番委員。 

 
７ 番：町外の方ですが、実績はありますか。 
 
（事務局、挙手） 
 
会 長：事務局長。 
 
事務局長：１２月２１日、現地に行った際、中部地区農地利用最適化推進委員とお 

話しすることができました。 

    中部地区農地利用最適化推進委員のお話ですと、当該地を以前は耕作され 

ていたとのことです。 

 

（中部地区農地利用最適化推進委員、挙手） 

 

会 長：中部地区農地利用最適化推進委員 

 

中部地区農地利用最適化推進委員：事務局長の説明のとおりで、問題ないと思われ 

ます。 

 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号５１号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
 

事務局長：総員挙手 
 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号５１号は原案のとおり許可証を交付する

ことに決定します。 
次に日程第３、農地法第３条の３第１項の規定による届出について報告番
号９７号の１件、日程第４、農地法第４条第１項第７号の規定による届出
について報告番号９８号から１０３号の６件、日程第５、農地法第５条第
１項第６号の規定による転用届出について報告番号１０４号から１０７号
の４件について、一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いしま
す。 

 
事務局：（報告番号９７～１０７号を朗読）（説明） 
    いずれも添付書類を含め完備していましたので、事務局長専決により書類

を受理しました。 
 
会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
 
（３番委員挙手） 
 
会 長：３番農業委員 
 
３ 番：報告番号１０５号についてですが、当該地は以前にも報告であったと思い

ますが、再度の報告でしょうか。 



（事務局挙手） 
 
会 長：事務局 

 
事務局：当該地については再度の届出です。地目が農地ですと権利移動が生じる度

に届出があります。 
 
（７番委員挙手） 
 
会 長：７番委員 
 
７ 番：譲受人と譲渡人で同じ方がいるようですが、それで構わないのでしょうか。 
 
（事務局挙手） 
 

会 長：事務局 
 
事務局：民法第２５１条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に

変更を加えることができない。という規定があり、農地転用が変更に該当
します。そのため、このような届出になります。 

 
会 長：よろしいでしょうか。他に発言が無いようですので、届出の報告事項につ

いては了承されたこととします。 
    最後に、その他として審議事項はありますか。 
 
（特になし） 
 

会 長：以上をもちまして平成２９年第１２回寒川町農業委員会定例総会を閉会し
ます。 

資  料 １．平成２９年第１２回定例総会議案及び位置図 

 

 議事録署名人 相田 孝        議事録署名人  福岡 喜輝         

本議事録は、平成３０年１月２４日、承認・署名を得て確定しました。 


